耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
令和　　年　　月　　日　

　　河　南　町　長　あて

申　告　書　　　住所又は所在　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（納税義務者）
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　）　　　－　　　　　

地方税法附則第１５条の９第１項の規定による耐震改修が完了しましたので、河南町税条例附則第１０条の３第７項の規定に基づき、下記のとおり申告します。

記

	所　有　者

（納税義務者）
	住　　　　所
	


	
	氏名又は名称
	

	家　屋　に

関　す　る

事　　　項
	所在地
	河南町

	
	家屋番号
	

	
	種類
	居　宅　　その他（　　　　　　　　　）

	
	構造
	

	
	床面積
	　　　　　　　　㎡

	
	建築年月日
	　　　　　　年　　　月　　　日

	
	登記年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	耐震改修
に関する
事　　項
	耐震改修の
完了年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	
	耐震改修に
要した費用
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

	耐震改修完了後、３ヶ月以内に申告書を提出できなかった場合は、その理由




※添付書類等詳しくは、裏面をご覧ください。
【添付書類】
①耐震改修に要した費用の額が確認できる領収書
②「住宅耐震改修証明書」または「増改築等工事証明書」
③改修工事施工箇所がわかる図面
④長期優良住宅認定通知書（該当の場合のみ）

【添付書類の説明】
①の耐震改修に要した費用の額が確認できる領収書は、耐震改修工事にかかった費用が、５０万円以上であることを確認するための書類です。
②「住宅耐震改修証明書」
　　河南町まち創造部都市環境課で発行したもの
　　「増改築等工事証明書」
　　建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発　　　　　
　　行したもの
【要　件】
　　昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋で、令和13年3月31日までの間に次の耐震改修工事が完了した住宅が対象
　・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修
　・耐震改修工事費が50万円以上

【減額期間】
完了した年の翌年度から１年間

【減額される額】

　耐震改修した住宅家屋の固定資産税の２分の１（１戸当り床面積120㎡相当分まで）
　※長期優良住宅の場合は３分の２減額されます

【問い合わせ先】

　　河南町　税務課　固定資産税係　　電話：０７２１－９３－２５００
